
'f/ni 

一般社団法人日本病院会長殿

医政発 0527第 29号
平成 28年5月 27日

改正介護保険法の施行に伴う「医療法人の附帯業務について」の一部改正について

標記について、別添のとおり各都道府県知事宛てに通知を発出いたしましたの

で、御了知願います。



② 

各都道府県知事 殿

医政発 0527第 28号

平成 28年5月 27日

厚生労働省医政局長

（公印省略）

改正介護保険法の施行に伴う「医療法人の附帯業務についてj の一部改正について

「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等

に関する法律」（平成 26年法律第 83号）の施行に伴う介護保険法（平成9年法律第

123号）の改正により、通所介護のうち小規模なものについては、地域密着型通所介 J

護として地域密着型サービスに位置付けられる等、所要の見直しが実施されたところ

である。

これに伴い、「医療法人の附帯業務についてJ（平成 19年 3月 30 日付医政発第

0330053号）（以下「附帯業務通知Jという。）の一部を別添のとおり改正することと

したので、御了知の上、適正な運用に努められたい。

なお、本改正中「これに類するものを含む。」については、介護保険法等各種制度

の改正に対応するものであり、附帯業務通知に掲げる業務に類するものでない事業に

ついては対象としていないことに留意した上で、引き続き、医療法人の適切な法人運

営及び事業実施について、指導監督方お願いする。



（別添）

0 『医療法人の附帯業務について』（平成 19年3月30日医政発第0330053号）（抄）の一部改正

（下線の部分は改正部分）

改正後 改正前

（別表） ｜（別表）

医療法人は、その開設する病院、診療所文は介護老人保健施設の業務｜ 医療法人は、その開設する病院、診療所文は介護老人保健施設の業務

に支障のない限り、定款文は寄附行為の定めるところにより、次に掲げ｜に支障のない限り、定款文は寄附行為の定めるところにより、次に掲げ

る業務（これに類するものを含む。）の全部文は一部を行うことができ｜る業務の全部文は一部を行うことができる。（医療法第42条各号）

る。（医療法第42条各号） ｜ なお、附帯業務を委託すること、文は本来業務を行わず、附帯業務の

なお、附帯業務を委託すること、文は本来業務を行わず、附帯業務の｜みを行うことは医療法人の運営として不適当であること。

みを行うことは医療法人の運営として不適当であること。

第 1号～第5号（略） 第1号～第5号（略）

第6号保健衛生に関する業務 ｜第6号保健衛生に関する業務

－保健衛生上の観点から行政庁が行う規制の対象となる業務の全てを｜ ・保健衛生上の観点から行政庁が行う規制の対象となる業務の全てを

いうのではなく、次の I、Eに記載される業務であること。 ｜ いうのではなく、次の I、Eに記載される業務であること。

I. 直接国民の保健衛生の向上を主たる目的として行われる以下の業｜ I .直接国民の保健衛生の向上を主たる目的として行われる以下の業

務であること。 ｜ 務であること。

①～⑥（略）｜①～⑥（略）

⑦ 介護保険法に規定する訪問介護、通所介護、通所リハビリテー｜ ⑦ 介護保険法に規定する訪問介護、通所介護、通所リハビリテー

ション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、地域密着型通所｜ ション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、認知症対応型通

介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、介護予｜ 所介護、小規模多機能型居宅介護、介護予防訪問介護、介護予防

防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーショ｜ 通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所

ン、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、プヤ｜ 生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防認知症対応型通

護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護J 所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護蓋L三1主複合型サービ

複合型サービス（小規模多機能型居宅介護及び訪問看護の組合せ｜ ス（小規模多機能型居宅介護及び訪問看護の組合せに限る。）文

に限る。）、第一号訪問事業若しくは第一号通所事業文は障害者の｜ は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律にいう障害｜ にいう障害福祉サービス事業、一般相談支援事業、特定相談支援

福祉サービス事業、一般相談支援事業、特定相談支援事業、移動｜ 事業、移動支援事業、地域活動支撮センター若しくは福祉ホーム

支援事業、地域活動支援センター若しくは福祉ホームにおける事｜ における事業と連続して、文は一体としてなされる有償移送行為



改正後

業と連続して、文は一体としてなされる有償移送行為であって次

に掲げるもの。

ア～ウ（略）

⑧～⑩（略）

II. （略）

第7号（略）

第 8号（略）

留意事項 （略）

であって次に掲げるもの。

ア～ウ（略）

⑧～⑩（略）

II. （略）

第 7号（略）

第 8号（略）

留意事項 （略）

改正前



改正後 改正前

mu添〉 mu添〉
0社会福祉法に基づく社会福祉事業の位置付け 0社会福祉法に基づく社会福祉事業の位置付け

-'B壇掻λ』園町瞬司・・・『O』I孟企＇＂＂＇揖人が対象ー『．』 1孟祉企＇＂＂＇撞人のみが封書匝 ・『匡檀器入』園田麗明・・・『O』肱金E直量λが詞章‘rem：位会匡値踏A伺みが封章

・『E分J閣の鶴岡一・『寧牽』と，.本車庫..『告示』とl孟平虚＂年車生省告示．時号ー『悔値，，陪惇．崎生，，周する”ー『室掴』は E書法人が骨え郎、ことを示す． ー『匡分』欄仰鶴岡…・・『本牽』岬本車...『告示』国平副咋厚生省告示輝＂号、『保 tlJ.!:li骨．衛生，，圃する露風『空掴』＂＂圏構 Aが脅え抗日とを示す． 

後会得後盆 各法 事筆名．施11名＂ 介担保障量制置におけるサービス・事事等 医療注入 区分 ．． 

” 
社会福後漉 各＂＇ 事.名‘施恩名＂ 介慢保院議制aにおけるザーピス・事訓l>J 医療昼食人 区 分 備 考

教健施段 救鰻絡陵

更生施置 貫生施匝

生措，... 

生λ的計同と時すさ図るせ・施て曹霞盆を請・の栴銭又助はを定行・うSこ桝と金をで目

当己者... 迭

生λ倫爾齢とす園さるせ短纏て脅弘叡を吉鰻の斜銭又助はを史符観号怠ζ斜と金をで白． 告宋 生’S活〈．保寓農ょの保鹿指値である司府組供施慢を ． 告朱
生活保障康上旬保盤施霞である宿所舞供
纏霞を障〈． 

生計困燈者に討する助擁 ． 告赤 生計図信者に対する助欝 ． 告示

乳児院 ． 告示 乳児院 ． 告示

母子生活支侵施陵 ． 告示 母子生活支榎Iii霞 ． 告示

児童書置施匝 ． 告示 児童実健施霞 ． 告宋

揮官男童橿祉珪主由掴定を畏＂る＝と． 誕百児童福祉揖上目指定量~＂るζι

海軍格低，.

議z道買必：，.府要辱r優・・間で伏れ：あWを漢のるる並のこ指にが企行停食定肱‘もU更を指やて受．手定む符定け.. 手を号政る肱淘得線．前‘合おとの原に定い肱千’則E敏＝日．貰と李と・＝し包．鵬てとm可がの: 

男宜信社昼食

議Z道，温畠均：定府要手a・，：側岡で争れR県処降あ，のる理る，：指に~符伴g定t陸まLをU軍や指て受．手滑定む~げ手をラ．る~＇場主・得・前．，合宰4のaにk・定除い宗：・こ汚R罵k手と・＝し毘．・とてのa胃がの: 日
障害児λ断線陵 ． 告示 隊害児λ所S極限 ． 告示

.値－鍾a・往a金. ＂傷－後橿事健.会

情緒障害児恒期泊練施陸 ． 告示 情緒障害児短期治療施殴 ． 告示

児童自立支揖猪股 ． 告示 児童自立支援錫霞 ． 告示

養置老人ホーム 養II老人ホーム

考λ領齢車店長 持創餐置老人ホーム 施置サービス 介匝植位施陸サービス 倉人徳極量 格別委医老人ホーム 措置サービス 介E量恒経絡霞サービス

程度老人ホーム｛注） 。 告示 ｛這）77ハウスのみ可 経費老人ホーム｛産｝ 。 告祭 t注｝ケ7ハウスのみ可

a，，役飽.：す，生会食E棒る者活生的た．旬及屠にめ；を: の' 陣曹者支橿施霞 ． 告来
.＂栓常：＇す・生会倉る者活息鈎たのZ苦民酌R主日ぴ: 

陣容宥支複8極限 ． 告示

去，．

持・B省広昼食 場人保置施匝 ． 告示 発・防止皐 婦人保複Iii霞 ． 告示

授産施E ． 告示 生活保障法止の保Iii値段である視産施殴を織し 銀産施叡 ． 告示 を生除活む保限法Jヒの保腹纏霞である侵産勉限

低生針剰函で賞腿宥金をに融対通してする鰻幕桐纂子又lま ． 告示
．貸．付週刊司時院曝軍徒曾会であ領て後3で悔‘・信舎会が祖待健つ治官によ、るる生手活線福＊径S屋賞た金事 生低計利図で賞蝿金者をに融対通してする無事利禽予＇＂ま ． 告示 径街る手賃道織府金を県2置優住付先金司区・鍾鎗a鍾曾箇で1膿舎2てが．行祉ヲ会て相いE処る践生に活よ福



改正後 改正前

生御園鎗脅に対する金銭寄供与 。 告示 生計図蝿者に’守する金銭格供与 。 告示

生僻園’E宥に対する生活抱’R 。 告朱 生計図鎗者に対する生活相観 。 告示

生自活立函支調掴瞳書 臨定生活園前者般労側‘... 。 告示 生自活立医宣羽星町者差 E定生活圏胸者般労闘”事案 。 告示

陣奮児通所支揖事象 。 告示 障害児通商宜橿事案 。 告示

陣書児棺鼠支橿，. 。 告示 陣書児網篠支II事業 。 告示

児童自立生活撞助事象 。 告示 児童自立也官橿助事業 。 告最

放軍後児童健全育成司修業 。 告示 放陣後蝿宣健全育成事業 。 告示

子宵て短期支撞事案 。 告示 子育て短期支橿事案 。 告元長

乳児家庭全戸酎岡事業 。 告示 乳児家庭全戸肪問事業 。 告示

養育支橿勧問事案 。 告示 養育:;t揖勧同事業 。 告示

筒舘ニ益種司区祉皐会 地JI!子育て支揖拠点事象 。 告示 集値ニ段檀・徒s会 絶縁子育て宜橿艶点”R 。 告示

一時現かり事業 。 告示 一時預かり事案 。 告示

児童福後注 見書価値.. 

＊続線住居聖児童書庫育事象 。 告示 '1-lll複住居型児童益宵•1震 。 告示

’l、続犠保育事象 。 告示 ’b線復保育事業 。 告示

病理保宵事象 。 告示 病児保育事案 。 告示

子育て揖助活動宜置事業 。 告示 子育て揖劾活動支撞事象 。 告示

助産施陸 。 告示 動産施霞 。 告示

保育所 。 告示 保育所 。 告示

児童厚生施置 。 告示 児童厚生施霞 。 告示

児童家庭支量センター 。 告示 見童家庭支置センター 。 告示

児童の福祉増進祖聞事業 。 告示 児童の福祉槽進帽民事業 。 告示



改正後 改正前

ど・証も明に曹闘のサ子る

幼歯す保る連事携象型2mこども圏在経 依にど自．の民関も宵掌併’にBす．前の倉保闘るの筆倫義す育子温宅る: 幼需連樺型寵定こども園を経

象にa侵属宵総俣すの合保る権前育棲温: 
。 告示 官する，.

。 告示

母子旗庭園婚生活支盛・. 。 告示 母子家庭回＊生活支緩事黛 。 告示

：子・子盤g・a的健rJ之3盗虚
父子家謹固常生活:O:I量．寮 。 告示

母子平並aび~：父
父子京庭園常生活支媛事集 。 告示

寡燭日常邑官支揖，. 。 告示 母支行援子9て宮．良いぴ，Rる父又場子肱合並父1：び子限に憲る，車~・生個活世支演鍾の・居怠予をM附E島轡’田R曾’ー生とし者て 事帰繍後農
募婦日常畠官宣揖事業 。 告示 母眠日子常附E生K帯ぴ諸象父支賓子援並と事しび寮てに又行，！っま鋤父て僧も子、祉る奪得法健合の全に母活限子支る政領．鹿事

母子・父子悟祉施限 。 告示 母子・父子幅祉施殴 。 告示

居宅サービス事象 防問介憧
居宅ザーピス事象 防関合医 且 隻語忌 I¥ 

定期選固・随時対応型肪問介置軍司陣
定期進国・臨時対応型防問介置署障 且 盆丞

他紙密着型サービス事調書
老人居宅分僅管事業 地均lltl稽型サービス・.

老人居宅介置等事象 夜間対応型動岡介隈 n 盆墨
夜間対応型働問介陵 ll 盆丞

介II予防ザーピス司区象 合霞予防紛問介霞
介置予防サービス事案 介陵予防防間合II ll 宣孟

筆一豊監閏聖霊【圭」」掴lit遺盤E謹剛筆
J§:!l>2IO煙車主晶色白に圏盈 l

居宅サービス事象 通所介随 ll 盆丞
機Sご材のそと循かれにら定介ぞの．れE又鍾担各保l降丸砂障が老ー盛必人ピ」要k徳スの．を健g行法，う上者．のと，市Rし所て町

居宅サービス事寮 造所介霞
来aそれぞれ スを行ラ事調書店時 治Jll密着型サービス事象 箆知良対応型通所介腹

ごのと錨に且介 として
老人デイザーピス事業’~・量・栓.会 幽屋監量型通匿企腫

業．4附場mこいと・~合：でa肱S‘宥g定続aととたaしし，てにての定同の裏放じ指更$に定f震包Sを不を’受.. 要付さ健庖でれ．あ厩すたにるる・館価ニ値橿，低.金 介康予防サービス移寒 介霞予防湿所介置 ll 盆丞増Jll曹着型サービス，.

隠鰯盆対応星通所介腹

老人デイサー巴ス事業 且 盆；；；

務〉・a場附R司所合轡医で療a協＇.定者務続刷tととた掬ししてに，てmの定同変触指じ更事定には調EをR不：・E史要wさで劇れ－障あEすた閉るる． ζ 

地揖曹璃置介置予防サーぜZ事皐 介霞予防毘知盆対応型通所介霞

介酸予防ザーピス穆象 合館予防通所介降

例｛ーを棚調政指書受ぜ田所等定スけ司にの司陣屠た匹お織変・宅＊け四更ザaを時るRのが』行n翁時場dうピで惨定鳩合事ス鋪金合l司．また受匹｝績にけ当の居~定鍋宅．定ザ居宅サービス事象 短期入所生活介橿 ll 盆皐

地岨密着•＊•予防サ－－＜•事串 介霞予防寵匁症対応型通所介II ・ーと． 老人置期入所事案

例循定居宅妙ーゼス事容の循定 老人備後蕊 介随予防サービス事象 介臨予防短期λ所生活介霞 ll 盆墨
箆一量通置重量｛圭b掴祉法箇宜盤固l箪

tー；ゼ岬，JのE現スWに司の，t・おa変・~更，－をる：行所指晦鳩うで定場舎’習Eを合は．た~．をにけ当居‘E康定老司’ザ企園圭監固盟主孟草盛盤H 盤
1量盟3ll>2Jこ鍾JU:晶f&ljこ盟晶｝

欝襲撃
考λ格後底 地細密着型サービス事案 ’i、線復多様飽型居宅介霞

居宅サービス事寒 短期入跨畠官閣 'J、鱒僕多微飽型居宅介績事案 。 告示

宅人垣期入所’. 且 盆丞 接..定世尊師賓買毘可申副手幌，.‘ ・8虚構盟介置予防ザーピス・.介陣予防小規筏多極能書居宅介陣

介E震予防サービス司臨調院 介霞予防短期入所生活介霞

地峨密箱型サービス事象 E知症対応型共同生活介恒 ll 金丞
地層住Ill鑑型サービス事案 小規傷多．能型居宅分自震

餓惨日を状が並混後行れ1：し惇るてこい宥.. う定は場厳や合む司’信をの得俊手，.. 寛鎖い隠のこ可途と．
....盆対応聖者A共闘息苦銀助．集

’h鍵僕多慢能型居宅介隆司区. 。 告示 地壇曹珊冨介置予防＋ーピス事畠 介陣予防盟掴盆対応型共同生活介医 ll 盆丞
制・ llllMlll1l"・予防ザー~~·· 介置予防小緩慢多縄’陸軍属宅介霞

複合型サービス掴祉事案 地減密婚型サービス事業
．色里サービスf’，，，.慣’個個畳居宅舟・AtJJIJ田’ 。 告示

勉域密靖型サービス$象 隠銀曜対応翠共闘生活介霞
置母組合世に回る・＇

E姐儀対＇＂＂理き人 S権問主語健助司区別院 。 盆丞
老人デイサービスセンター 。 4告朱

制・ lll'Mm1'r•予防ザーゼλ・. 合霞予防認知症対応型共同生活合優

復合型サービス福祉事象 地域型智治型サービス率象 r，曾.盤－サ倉ー健ゼ’,i,＇る小．鯛1..・・＂＇周宅介置 lltlll咽’ 。 告示
老人短期λ所施霞 。 告示

老人デイザ」ピスセンター 。 告示
老人権鑑センター 。 告示

老人短期入所施ll!t 。 告示 老人介霞支撞センター 。 告示

老人招祉センター 。 告示

老人介置主語センター 。 告示



改正後 改正前

障害福祉サービス事象 。 告示 業6行がう必剛事要警象領．続Z祖E師飲ごと努』にのゼ司食BスS更の者手祖とS扇し議院及ての務びz司指’，S定隈を 障害福祉サービス事業 。 告示 一待がう必時司要匹一~定四時一aごと~＝の一率夜縁更者手一と続してl左様の一2指・定周‘ 

一般相酷吏撞事業 。 告示 一般相阻宝撞事案 。 告示

鍾陣常社.. す嘗生会合る省J菅生的たのE還にめaまtを日の' 

業7定歓事等訓障をの行変う更事手愈鏡既＂ご緩と2に4・指厩定が必要．

侵陣常祉総す容会合生；者活的生た，．m活及にめ支目びをの

務7定．飲等，のを符変う更・手a続所はご務と~~惨鎗劇食.. 唖’..

特定格菌室握事案 。 告示 特定相聞主揖事量 。 告宋

移動主撞事案 。 告示 移動支橿車業 。 告示後，．

地Ji!活動支揖センター 。 告示 地域活動主揖センター 。 告示

福祉ホーム 。 告示 掴径ホーム 。 告示

身体障害者生活訓練等事業 。 告示 身体障書者生活副韓等事業 。 告示

手話通訳’. 。 告示 手E置駅事実 。 告示

介助犬訓館事案 。 告示 介助犬訓融事業 。 告示

聴事犬訓跡事業 。 告示 聴事犬剛融事業 。 告示

’体儒障鍾主嘗義宥 身体陣審者福祉センター 。 告示 舟体傷障栓盛事者 身体障害者橿祉センター 。 告示

区一・. 情誼且量作雄置 。 告示 白・色．... 補甚具腫作施世 。 告示

盲導犬副館措置 。 告示 盲導犬訓瞳施置 。 告示

担眉覚障害者情報担侠施置 。 告来 揖膳貰陣害者情報提供施E 。 告来

身体障害者の更生相際事案 。 告示 身体障害者の更生相限率第 。 告示

知的胃書官
知的障審者のE生相隊司区象 。 告示 倒傷的陣後担書金者 知的陣容者の更生相酸事案 。 告示価値，.

生針園建賓のための拘置斜・低額 。 告崇
生計図，t者のための無栴・億領 。 告示

簡易住宅貸付 簡易住宅貸付

生計園短者のための’医科・信銀 。 告示
生計圃鍵者のための無桝・低額 。 告示

宿渇所等 宿泊所等

生計田信者のための傭桝恒麟 。 本来
生針園’患者のための鰻桝・低額 。 本来鯵. ’参療

生計図’患者のための鋸軒・恒自 。 本来 介置保障法主の介It老人保健施陵
生計図雇者のための続斜・低額 。 本来 介霞保検法上の介霞老人保健施叡

介It老人保健施霞 分置老人保健飽股

陣保事業 。 告示 隣保事象 。 告示

構後サービス利用揖助事案 。 告示 緬径サービス事um援助事業 。 告宗

前項各号及び前各号の事案1ζ 。 告示
前調各号及び前各号の事栗に 。 告示

聞する連絡又は助成 闘する連絡又は助成



改正後 改正前

O介護保険法に基づく各事業の位置付け 0介護保険法に基づく各事業の位置付け

策『区分』欄の説明 ・「本来』とは本楽家務『保健』とは保鍵衛生に関する象務、『盛綱JIまl!ll湾人が行え...いことを来す． 務 r区分』舗の鶴岡・・・『本来』と＇＂＊来調陸軍事．『保健』とは保．自衛生に闘するll務.rll!•』！まIll!盛人が行え怠いことを示す．

社会価低温告 各議 事象名‘施霞名寄 合医保険法 区分 情 警 也会福位法 各議 事象名．纏陵名寄 介霞保隊法 区分 備 者

！.＼＇間入浴介霞 勧間入浴介限

肪問看陣（肪岡司直ステーションに限
，． 

前問看!IC肪問看霞ステーションに限
保健

る．｝ る.l

酎問看隈｛勧問看腫ステーションを障 訪問看檀［酎問看聾ス子＋ョンを除
〈．｝ 〈．｝

本来 本来

訪問リハビリ'f-'／ヨン 防問•Jハピリテーション

居宅療養管理指導（！.＼＇問看謹ステーション
保健

居宅療費量管理術専（防問看陵ステーション
保健に限る．｝ に限る．｝

居宅ザーピス事象
居宅療養管理指導働問看霞ステ~／.ン

居宅ザーピス事象
居宅療墾管理指揮｛勧問看臨ステーション

を除〈．｝ を除＜.J

通商リハピリ予＋ョン 本来 通所リハビリ子ーション 本来

置期λ所司保養介陵 植期入所疲餐介腹

特定施股入居者生活介陵｛誼l 保健 ｛在〉帯介援務護保と鹿し島途て盟上のめ放ら当れ錨る訟筒の段肉t：＇限医る療．活主附 待定範R入居者生活介霞｛珪｝ 保健 Oll j側T陵帯鍵保隙賓滋と上しての該認＠当路ら訟れるの施問、股医！こ’限E活る．よ

植後用具貸与 保健 信!lift具貸与 保健

祉会
特定福祉用具恵売 保健

徒会
特定纏ll:周奥原発 保健

‘ 居宅介護主盛事業 保健 領.. 居宅介腹主揖事案 保健: ‘ ’‘ 
昆4 介隆予防防間λ潜介複 以 介置予防勧間入浴介医

” 保健
，も

保健
介腹予防防問看腹｛訪問看置ステ→ョン 介霞予防防問看医【防問看陵ステーション

に限る．｝ に限る．｝

介II予防防問看限（勘問看麗ステ~／.ン 介を除E震〈予．防｝助問看置｛防問看陵ステーション
を献し｝ を

本来 本来

介麗予防防闇リハビリテーション 介霞予防防問リハビリテーション

介II予防居宅療4管軍指導｛訪問看IIス
保健

介霞予防居宅療養管理指導〈訪問看腹ス
保健

テーションに限る．】 子ーションに限る．）

分置予防サービス事象 介テー置シ予ョ防ン居を宅険療〈．盤｝管理指事（訪問宥憧ス 介僅予防サービス事象
介回予防居宅療養管理指導［訪問看IIス
テーションを除〈．｝

介置予防適所リハビリテーション 本来 介置予防適所リハビリ予~／.ン 本調長

合館予防短期入所穣聾介霞 介陵予防短期入所禽裳介霞

介置予防格定施酸入居者生活介護｛注｝ 保健
〈畠）合慮保険湾上の援当路置の肉．医!I慈上附 介陸予防特定施陵λ居者生活1t!IC主主｝ 保健

（！主〉合損保陵活上の磁当節俊の内．医割腹滋よ

管業務として掴Mめられる飽訟に限i5, 附帯黛窃とレて臨められる!II践に唄る．

介II予防侮桂用具貸与 介限予防循徒用具貸与

保健 保健

.. 定介霞予防得ll:用具販亮 特定介霞予防福祉用具厚売



改正前改正後

保健介霞予防宣揖事象保健骨盤予防宝揖事案

〈珪） 1)11保陵活上の2妥当飽段の肉．医穣活よ
附稽農務として認められる施霞巴限る．’瞳槍峨密着盟符定施鐙久居者生活合腹t謹》

酬醐型←ピス輔 i
地域密箱型，，.老人纏後..軍人耳障者生活，，.

（注｝合担保陵訟上の政当路瞳の肉、医療滋上附平密
集務として掴められる錨曾に限る．

保健地織密稽型特定施陵λ居者生活合医（車｝

輔輔型←ピス鴨｜

地厳密．翠，，.老人笹..... 入所宥生活合.

様B.市町村116要民を受fヲて行う118のみ可
〈ヨ隆氏.. 慢の実施に当足り、 g，注入m非
営利佳に留庖す＂ととも広、祭働及び妻託
契納奮の内曹に遣反、揺触することがない
こと．〉

保健

-1主主
主主出

盤区一

地域支撮事象｛生｝

鑑
会
傷
後

．．．
． 

以
外

lxz玄丞立五包恒車.. 

誕8 市町紺から福豆玄以歪1£を＂げて行う・
省のみ司〈’貨の実趨に当たり、医’迭人
制曙視曜に宮店す否ととち巳祭側室及
＂＇嬰範契....の内容に遣団夏、鱈 m，ること
お仰ないζと．〉
言葉巴謹車＂＂要艇を受ける市町紺名及

U異隊簡な.. 名精密定軍事に配館する＂
裏があるEと〈倒 00市の委託を受付て
行う00・集（合質保陵滋にいう包括釣支
鍾Ull

米9 定＂等の史更手陣「主、原則として市町伺
の田由民霊庇を受ずる鋪仁行うこと＂＂
要であ否11.、盤＝凪歪孟血手続と定＂亀与
の変更手観を強行して行う.含且手鶴の
進製惨状況に惇日定＂＇警の変更図司 811皐
且丞ことはやむを得ないこと．

ニ盤宜盟王監重量

量二呈企盤王監主畳皇皐

謹謹選苦怯監泣臨

量二呈盤国皇霊

圏三呈通量亙墨

保健

量童坦盟主量重量

盆劃量盟主皇

地域主損事草｛主）

｜醐盟盟戸回世田抽圃｜

一盟 鍾 盤 鍵 盤 ｜

祉
会
価
値
也
・
・
・
軍
以
外

怪怠事業

誤認8、※9 と同じ緩い保健保健福祉事象（蓮｝

介隆保健施殴サービス
主孟主量重量劃重量圭重量｜

本来施霞ザーピス

介医療養飽陵サービス
盟盟主盤主主量重量

機to. 盟託を雪量11'5811温府県又は＇＂＇伺名 aua怜飽な事務
名精霊定’R・に田町ず萄~買があること〈例： OD• 【
市》＠委慨を受げて行：；oo•m

誕野’唱。定，llSl1llll:吏廊官0$・手踊ほ．原則として舗週間”•c
担げる混入の指定を’1:11Q飼E腎うことが硲要で~るが
、指定手鴎と2・噂間変更手”を鍾得して宵う・含臥
手鴎の遁’伏況区修もし史観噂の変質量軍司Bが後れ.ζ
とRまやむ＆19ないζと．な侃釘圃保健衝で＂＂＂＇定，
＂指定居宅η；鋼限m•••警が市町”の妻都径憂げてfラ
ラ.•n・au夏支讃贋砲の更鰯鍾{11;: •1l・阻u頁
支領民畑区分間璽更の毘提出に..否関車隠 その抱擁局宅
介圏実....省事の威賓に伺1u・gちのと，＂

指定市町村事輯受託法人の受託事覇

陸軍事案

保健

米8.米9 と同じ眠い保健樺値福祉事量（産）

本来

介富保健縮睦ザーピス

措置サービス
指定都道府県事務畳託法人の畳艇事覇

介瞳ll聾措置ザーピス

様旬。雲隠を受旬~ti道府開叉隠市町紺名aua体的ll.SB
包F”を定，..に＂＂ n＂買があ§こと｛倒 ooo県【
市｝の霊院を受砂て行うon:•菖｝

議句 1定書R・Eの変更爾窃$.ヨ＂高臥限婚とレて旬道府潮 E
おηる注入の指定安’11否自合同己居うことが礎延長であるM
、指定手餓と定＂宅取の変更李院を盤 f去してeう蝿含臥
手鶴の司監修＂況に停＂・定 .. 等の盟更E司＂＂唱優れる ζ

なお、＂・保破訟で聞に規定，

指宜市町村．輯畳託撞人の畳託司匝膏

保健

指定割遭府県．輯畳置詩人の畳託事輯



［改正後全文】

医政発第0330053号

平 成 19年 3月 30日

最終改正 医政発 05 2 7第 28号

平 成 2 8年 5月 2 7日

各都道 府 県 知 事 1 、

与殿

各地方厚生局長｜

厚生労働省医政局長

医療法人の附帯業務について

昨年6月 21日法律第84号をもって公布された良質な医療を提供する体制の確立

を図るための医療法等の一部を改正する法律のうち、医療法人に関する規定について

は、本年4月 1日から施行されることとなった。

これに伴い、厚生労働大臣の定める医療法人が行うことができる社会福祉事業の一

部を改正する件（平成 19年厚生労働省告示第93号）が本年3月 30日に告示され、

同年4月 1日から適用することとされたところである。

本改正により、医療法（昭和 23年法律第20 5号。以下「法」という。）第42 

条各号の医療法人が行うことができる附帯業務のうち、社会福祉事業の実施（第7号）

及び有料老人ホームの設置（第8号）については、下記のとおり取り扱うこととした

ので通知する。

また、医療法人が行うことができる附帯業務を別表のとおり取りまとめたので、附

帯業務の実施に関し関係主管部局及び各市町村等との連携を図り、適正な運用に努め

られたい。

なお、医療法人の附帯業務に係る既往通知（別記）については、本通知で包括した

ため廃止する。

記

第 1 改正の趣旨

医療サービスと福祉・住居サービスの融合により、地域における医療の重要な担い

手である医療法人が必要なケアを切れ目なく提供できるよう、法第42条第7号に基



づき医療法人が行うことができる社会福祉事業の範囲について必要な見直しを行うと

ともに、法第42条第8号に規定する老人福祉法（昭和 38年法律第 13 3号）に基

づく有料老人ホームの設置を追加するものであること。

第2 改正の内容及び留意事項

1 附帯業務の改正の内容

医療法人の附帯業務として、次に掲げる業務を追加することとし、本年4月 1日

より実施することができるものとしたこと。

なお、従前「保健衛生に関する業務」 （法第42条第6号）として行われてきた

ケアハウスに関しては、今後は法第42条第7号に基づき行われるものであること。

(1）法第42条第7号関係

① 社会福祉法（昭和 26年法律第45号）第2条第2項中の以下各号に規定す

る第1種社会福祉事業のうち次に掲げるもの。

ただし、当該附帯業務（（ウ）を除く。）を行うことができるものは社会医療

法人に限る。

（ア）第1号

・生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを

目的とする施設（生活保護法（昭和 25年法律第 14 4号）に規定する

保護施設である宿所提供施設を除く。）を経営する事業及び生計困難者

に対して助葬を行う事業

（イ）第2号（児童福祉法（昭和 22年法律第 16 4号）関係）

－乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害

児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、

情緒障害児短期治療施設又は児童自立支援施設を経営する事業

（ウ）第3号（老人福祉法（昭和 38.年法律第 13 3号）関係）

－ケアハウス

（エ）第3号の 2 （障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律（平成 17年法律第 12 3号）関係）

・障害者支援施設を経営する事業

（オ）第6号（売春防止法（昭和 31年法律第 11 8号）関係）

・婦人保護施設を経営する事業

（カ）第7号

・授産施設（生活保護法に規定する保護施設である授産施設を除く。）を

経営する事業及び生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する

事業

② 社会福祉法第2条第3項各号に規定する第2種社会福祉事業のうち次に掲げ

るもの



（ア）第1号

・生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくは

これに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業

（イ）第2号（児童福祉法関係）

－児童自立生活援助事業又は放課後児童健全育成事業

．子育て短期支援事業

．助産施設又は児童厚生施設を経営する事業

．児童の福祉の増進について相談に応ずる事業

（ウ）第3号（母子及び寡婦福祉法（昭和 39年法律第 12 9号）関係）

・母子家庭等日常生活支援事業又は寡婦日常生活支援事業及び母子福祉施

設を経営する事業

（エ）第4号（老人福祉法関係）

・老人福祉センターを経営する事業

（オ）第5号（身体障害者福祉法（昭和 24年法律第28 3号）関係）

・身体障害者生活訓練等事業、手話通訳事業又は介助犬訓練事業若しくは

聴導犬訓練事業

・身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設又は視聴覚

障害者情報提供施設を経営する事業

－身体障害者の更生相談に応ずる事業

（カ）第6号（知的障害者福祉法（昭和 35年法律第37号）関係）

－知的障害者の更生相談に応ずる事業

（キ）第8号

・生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又

は宿泊所その他の施設を利用させる事業

（ク）第 11号

・隣保事業（隣保館等の施設を設け、無料又は低額な料金でこれを利用さ

せることその他その近隣地域における住民の生活の改善及び向上を図る

ための各種の事業を行うものをいう。）

（ケ）第 12号

・福祉サービス利用援助事業（精神上の理由により日常生活を営むのに支

障がある者に対して、無料又は低額な料金で、福祉サービス（社会福祉

法第2条第2項各号及び第3項第1号から第 11号の事業において提供

されるものに限る。以下この号において同じ。）の利用に関し相談に応

じ、及び助言を行い、並びに福祉サービスの提供を受けるために必要な

手続又は福祉サービスの利用に要する費用の支払に関する便宜を供与す

ることその他の福祉サービスの適切な利用のための一連の援助を一体的

に行う事業をいう。）



（コ）第 13号

・社会福祉法第2条第2項各号及び第3項第1号から第 12号までの事業

に関する連絡又は助成を行う事業

(2）法第42条第8号関係

老人福祉法第29条第1項に基づく有料老人ホームの設置

2 留意事項

新たに 1に掲げる事業を医療法人（(1）の①に掲げる事業（（ウ）を除く。）は社

会医療法人に限る。）が行う場合にあっては、法第 50条第 1項の規定に基づき

定款又は寄附行為（以下「定款等」という。）の変更が必要であること。

なお、定款等の変更に当たっては、老人福祉法又は社会福祉法その他個別法で

定められた所定の手続については、定款等の変更の認可後に行うこと。ただし、

これらの手続を並行して行う場合は、各手続の進捗状況に伴い定款等の変更の認

可日が後れることはやむを得ないこと。

また、組合等登記令（昭和 39年政令第29号）第6条第1項の規定により、

変更の登記が行われた際は、医療法施行令（昭和 23年政令第 32 6号）第5条

の12の規定により変更の登記の届出が適切に行われるものであること。

（別記）

O老人訪問看護事業を行う医療法人について

（平成4年3月31目指第29号）

0医療法人の付帯業務に係る軽費老人ホーム（ケアハウス）の設置及び運営について

（平成6年2月7目指第9号）

0訪問看護事業を行う医療法人について

（平成6年 9月9目指第62号）

0介護保険法の施行に係る医療法人の附帯業務の取扱い等について

（平成 11年6月23目指第46号）

0介護保険法の施行に係る医療法人の附帯業務の取扱い等について

（平成 11年7月 15日事務連絡）

0医療法人の附帯業務の拡大について

（平成 16年 3月31日医政発第0331007号）

O医療法人の附帯業務の拡大について

（平成 17年3月30日医政発第0330002号）

O医療法人の附帯業務の見直しについて

（平成 18年3月31医政発第03 3 1 0 0 1号）

O医療法人の附帯業務の見直しについて

（平成 18年 9月29日医政発第0929008号）



（別表）

医療法人の附帯業務について

医療法人は、その開設する病院、診療所又は介護老人保健施設の業務に支障のない

限り、定款又は寄附行為の定めるところにより、次に掲げる業務（これに類するもの

を含む。）の全部又は一部を行うことができる。 （医療法第42条各号）

なお、附帯業務を委託すること、又は本来業務を行わず、附帯業務のみを行うこと

は医療法人の運営として不適当であること。

｜医療法第42条｜

匿亘医療関係者の養成又は再教育

看護師、理学療法士、作業療法士、柔道整復師、あん摩マッサージ指

圧師、はり師、きゅう師その他医療関係者の養成所の経営。

後継者等に学費を援助し大学（医学部）等で学ばせることは医療関係者

の養成とはならないこと。

医師、看護師等の再研修を行うこと。

匿司医学又は歯学に関する研究所の設置

研究所の設置の目的が定款等に規定する医療法人の目的の範囲を逸脱

するものではないこと。

匿雪医療法第39条第1項に規定する診療所以外の診療所の開設

巡回診療所、医師又は歯科医師が常時勤務していない診療所（例えば、

へき地診療所）等を経営すること。

匿亘疾病予防のために有酸素運動（継続的に酸素を摂取して全身持久力に関す

る生理機能の維持又は回復のために行う身体の運動をいう。）を行わせる

施設であって、診療所が附置され、かつ、その職員、設備及び運営方法が

厚生労働大臣の定める基準に適合するものの設置（疾病予防運動施設）

附置される診療所については、

① 診療所について、医療法第 12条の規定による管理免除又は2か所

管理の許可は原則として与えないこと。

② 診療所と疾病予防運動施設の名称は、紛らわしくないよう、別のも

のを用いること。

③ 既設の病院又は診療所と同一の敷地内又は隣接した敷地に疾病予防

運動施設を設ける場合にあっては、当該病院又は診療所が疾病予防運

動施設の利用者に対する適切な医学的管理を行うことにより、新たに

診療所を設けなくともよいこと。

※「厚生労働大臣の定める基準」については、平成4年7月1日厚生省



告示第 18 6号を参照すること。

匿司疾病予防のために温泉を利用させる施設であって、有酸素運動的う場所

を有し、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準

に適合するものの設置（疾病予防温泉利用施設）

温泉とは温泉法（昭和 23年法律 12 5号）第2条第1項に規定する

ものであること。

疾病予防のために温泉を利用させる施設と提携する医療機関は、施設

の利用者の健康状態の把握、救急時等の医学的処置等を行うことのでき

る体制になければならないこと。

※「厚生労働大臣の定める基準」については、平成4年7月1日厚生省

告示第 18 6号を参照すること。

匿自保 健組閣する業務

保健衛生上の観点から行政庁が行う規制の対象となる業務の全てをい

うのではなく、次の I、Eに記載される業務であること。

I. 直接国民の保健衛生の向上を主たる目的として行われる以下の業務

であること。

①薬局

② 施術所（あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法

律、柔道整復師法に規定するもの。）

③ 衛生検査所（臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律に規定す

るもの。）

④ 介護福祉士養成施設（社会福祉士及び介護福祉士法に規定するも

の。）

⑤ 介護職員養成研修事業（地方公共団体の指定を受けて実施するも

の。）

⑥ 難病患者等居宅生活支援事業（地方公共団体の委託を受けて実施す

るもの。）

⑦ 介護保険法に規定する訪問介護、通所介護、通所リハビリテーショ

ン、短期入所生活介護、短期入所療養介護、地域密着型通所介護、認

知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、介護予防訪問介護、

介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期

入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防認知症対応型通

所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、複合型サービス（小規模

多機能型居宅介護及び訪問看護の組合せに限る。）、第一号訪問事業

若しくは第一号通所事業又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律にいう障害福祉サービス事業、一般相談支援事

業、特定相談支援事業、移動支援事業、地域活動支援センター若しく

は福祉ホームにおける事業と連続して、又は一体としてなされる有償



移送行為であって次に掲げるもの。

ア 道路運送法（昭和 26年法律第 18 3号）第4条第 1項の規定に

よる一般旅客自動車運送事業

イ 道路運送法第43条第 1項の規定による特定旅客自動車運送事

業

ウ 道路運送法第 78条第3号又は第 79条の規定による自家用有

償旅客運送等

※ 介護保険サービス、障害福祉サービスとの関連性が求められ、

保険給付の対象とはならず実費徴収の対象となる業務であるこ

と。例えば、 「乗降介助」の際の移送事業部分の実費徴収、通所

サービス等における遠隔地からの送迎費の実費徴収などについ

て、道路運送法の規定により許可を得て行う業務であること。

※ 道路運送法の許可を得ずに介護保険サービス又は障害福祉サ

ービスの対象となる移送事業を行うことはできないこと。

※ いわゆる「介護タクシー」のように旅行や買い物といった介護

保険サービス、障害福祉サービスとの関連性を有しない業務は当

該有償移送行為に該当せず、医療法人の附帯業務ではないこと。

③ 介護保険法にいう居宅サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防

サービス事業、介護予防支援事業、地域密着型サービス事業、地域支

援事業、保健福祉事業、指定市町村事務受託法人の受託事務及び指定

都道府県事務受託法人の受託事務のうち、別添において「保健衛生に

関する業務j とするもの。

⑨ 助産所（改正法第2条に規定するもの。）

⑮ 歯科技工所（歯科技工士法に規定するもの。）

⑪福祉用具専門相談員指定講習（介護保険法施行令に規定するもの。）

⑫ 高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成 23年法律第 32号。）

第5条に規定するサービス付き高齢者向け住宅の設置。ただし、都道

府県知事の登録を受けたものに限る。

※1 高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法

律（平成23年法律第 74号。以下「改正法」という。）の施

行の際現に改正法による改正前の高齢者の居住の安定確保に関

する法律（平成 13年法律第26号）第4条に規定する高齢者

円滑入居賃貸住宅の登録を受けている高齢者専用賃貸住宅であ

って、医療法人が設置しているものについては、改正法の施行

後も、その要件を継続して満たし、その居住者に対し、次に掲

げるいずれかのサービスの提供を継続的に行うことを約してい

るものに限り、当面の問、医療法人が設置することができるも

のとすること。



(1) 居住者に対する生活指導や相談に応じるサービス

(2) 居住者の安否を定期的に確認するサービス

(3) 居住者の容体急変時における応急措置、医療機関への通

報等の緊急時対応サービス

※2 高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部を改正する法律

（平成21年法律第38号。以下「平成21年改正法」という。）

附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際現に平成21年改正

法による改正前の高齢者の居住の安定確保に関する法律第4条

に規定する高齢者円滑入居賃貸住宅の登録を受けている高齢者

専用賃貸住宅であって、医療法人が設置しているものについて

は、平成21年改正法附則第4条第 1項の規定により登録の効

力が失われた場合で、あっても、その要件を継続して満たし、上

記（ 1）から（ 3）までに掲げるいずれかのサービスの提供を

継続的に行うことを約しているものに限り、当面の問、医療法

人が設置することができるものとすること。

※3 ※1及び※ 2については、賃貸住宅の戸数を増やしてはなら

ない。

⑬ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関す

る法律（昭和 60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。）

第4条第 1項第3号及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣

労働者の保護等に関する法律施行令（昭和 61年政令第95号。以下

「労働者派遣法施行令」という。）第2条第1項の規定により派遣労

働者に従事させることが適当でないと認められる業務から除外されて

いる労働者派遣で次に掲げるもの。

(1) 労働者派遣法施行令第2条第 1項各号に掲げる業務

ア 労働者派遣法第2条第4号に掲げる紹介予定派遣をする場合

イ 労働者派遣法第40条の 2第1項第4号又は第5号に該当する

場合

ウ 労働者派遣法施行令第2条第 1項各号に規定する施設又は居宅

以外の場所で行う場合

(2）労働者派遣法施行令第2条第 1項第 1号に掲げる業務

エ 派遣労働者の就業の場所が労働者派遣法施行令第2条第2項に

規定するへき地にある場合

オ派遣労働者の就業の場所が地域における医療の確保のためには

労働者派遣法施行令第2条第 1項第 1号に掲げる業務に業として

行う労働者派遣により派遣労働者を従事させる必要があると認め

られるものとして労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労

働者の保護等に関する法律施行規則（昭和 61年労働省令第 20



号）第1条第 1項各号に掲げる場所（へき地にあるものを除く。）

である場合（ただし、医療法施行規則（昭和 23年厚生省令第5

0号）第 30条の 33の12第2項により、業として労働者派遣

を行うことができる医療法人は、病院又は診療所を開設する医療

法人に限る。）

⑭ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第7

7条に規定する地域生活支援事業として実施する日中一時支援事業

（地方公共団体の委託又は補助を受けて実施するもの。）

⑬ 障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和 35年法律第 12 3号）

第34条に規定する障害者就業・生活支援センター

⑮ 健康保険法（大正 11年法律第70号）第88条第 1項に規定する

訪問看護事業

⑫ 学校教育法（昭和 23年法律第26号）第1条に規定する学校、 同

法第 12 4条に規定する専修学校及び同法第 13 4条第 1項に規定す

る各種学校並びに児童福祉法（昭和 22年法律第 16 4号）第39条

第1項に規定する保育所及び同法第 59条第 1項に規定する施設のう

ち、同法第 39条第1項に規定する業務を目的とするもの（以下、「認

可外保育施設」という。）において、障害のある幼児児童生徒に対し、

看護師等が行う療養上の世話又は必要な診療の補助を行う事業

※ 病院又は診療所によるものは、医療法人の本来業務に該当するこ

と。

⑬認可外保育施設であって、地方公共団体がその職員、設備等に関す

る基準を定め、当該基準に適合することを条件としてその運営を委託

し、又はその運営に要する費用を補助するもの。

⑬ 医療法人の開設する病院又は診療所の医師が栄養・食事の管理が必

要と認める患者であって、

当該医療法人が開設する病院若しくは診療所に入院していた者若

しくは通院している者、

又は当該医療法人が開設する病院、診療所若しくは訪問看護ステ

ーションから訪問診療若しくは訪問看護を受けている者

に対して、当該医療法人が配食を行うもの。

※ なお、例えば3年前に入院して現在は受診していないような者は

対象外となること。

⑫ 児童福祉法（昭和 22年法律第 16 4号）第6条の 3第9項に規定

する家庭的保育事業、同条第 11項に規定する居宅訪問型保育事業及

び同条第 12項に規定する事業所内保育事業。

※ 事業所内保育事業に限つては委託する場合も認めること。



II. 国際協力等の観点から、海外における医療の普及又は質の向上に資

する以下の業務であること。

⑫ 海外における医療施設の運営に関する業務

※ 当該業務を実施するに当たり必要な現地法人への出資も可能と

すること。その際、出資の価額は、繰越利益積立金の額の範囲内と

する。

※ 具体的な運用に当たっては、 「医療法人の国際展開に関する業務

について」 （平成26年医政発03 1 9第5号厚生労働省医政局長

通知）を参照すること。

匿ヨ社会福祉法第2条第2項及び第3項に掲げる事業のうち厚生労働大臣が定

めるものの実施

※ 平成 10年2月9日厚生省告示第 15号及び本通知の別添を参照する

こと。

※ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する

法律（平成18年法律第77号）第3条第2項第2号の認定こども園（た

だし、保育所型のみ。）の運営は、上記告示の第 1項第2号ハに包括さ

れること。

医司有料老人ホームの設置（老人福祉法に規定するもの。）

留意事項

1.役職員への金銭等の貸付は、附帯業務ではなく福利厚生として行うこと。この

場合、全役職員を対象とした貸付に関する内部規定を設けること。

2. 医療従事者の養成施設に通う学生への奨学金の貸付は、医療法人が開設する医

療施設の医療従事者確保の目的の範囲内において、奨学金の貸付に関する内部規

定を設けるなど適切に行われる限り、差し支えないこと。

3.第7号については、社会医療法人のみに認められるものがあること。

4. 定款等の変更認可申請とは別に、個別法で定められた所定の手続（許認可、届

出等）を要する場合があること。この場合、個別法の手続の前に定款等の変更認

可申請をする必要があるが、手続を並行して行う場合は、各手続の進捗状況に伴

い、定款等の変更認可日が後れることは、やむを得ないこと。



〈則添〉

0社会福祉法に基づく社会福祉事業の位置付け

・「医得後人』欄の鵬明・・・r。』は金医療諸人が対象、＇•JIま役会窟療法人のみが対象

・「区分』欄のE縄問・・・・・「本来jとは本来宗務・＇告示」と Iま平成10年厚生省告示節目号、r保健」とは保健衛生に関する’医療．『堕欄JIま医療注入が行え，，いことを示す．

社会掴祉法 各 法 事章者、施殴唱等 介瞳保験法制度におけるサービス・事量等 医療法人 区分 情 考

教臨施般

更生施股

生活保隆法

生でをλ目計的所園さと田すせ者るて圭施生無活E料のE接iま助定を極行t王う将こ金と ． 告示 生除活〈．惇盟諸ょの需盤施甑で畠る宿所提供施観音

生計国際者に対する助尊 ． 告示

乳児院 ． 告示

母子生活支援施股 ． 告示

児童書憧施飯 ． 告示

後1児童繍祉底上の鎗定を畏lすること．

児宜福祉建 *'・ 
指る並＝のにがと行齢定変は、し更を術や、て，．手を定む行定続す手を珂紋るl弘得続等前舎なとの原＇＂定いは行夜則a己．手到うkとと，こし唱．とての可がの4変・B 

障害児入所施殴 ． 告示

第福一低種率社寒会

情緒障害児短期治療施股 ． 告示

児童自立支援施殴 ． 告示

整護老人ホーム

老人循祉法 特別養鹿老人ホーム 施殴サービス 介腹福祉施霞サービス

軽費老人ホーム（注｝ 。 告示 ｛注）ケアハウスのみ可

常総国社eす，生会合遺る宥活生的が律の及活にめ支びを日の障害者支援施殴 ． 告示

売事防止法 婦人保障施股 ． 告示

授産施股 ． 告示 生活保腹自量ょの保障施殴で晶る授産施肢を除〈． 

生恒計和l困で賞難金者吾に融対通してす無る事制子書又は ． 告示 続賞業遭付府事県業社等会であ掴っ祉て協．援祉金会が福行祉っ法てにいよるる生手活醜掴を祉経資た金事

生計困雌者に対する世銀等供与 。 告示

生計国雛者に対する生活相観 。 告示

生自立活園支禄肩書佳 毘車生活困問者凱曽削韓事聾 。 告示

障害児通所支援事業 。 告示

障害児相麟支援事業 。 告宋

児童自立生活援助事業 。 告宋

放課後児童健全育成事業 。 告示

子育て短期支領事業 。 告示

乳児家庭全戸勧問事業 。 告示

養育支援肪聞事業 。 告示

地機子育て支媛拠点事業 。 告示

一時預かり事業 。 告示

見’E復祉店長

小規模住居型児童養育事業 。 告宋

小規模保育事業 。 告示

病児保育事業 。 告示

子育て援助活動支媛事業 。 告示

助産施置 。 告示

保育所 。 告示

児童厚生施陵 。 告示

児童家庭支媛セン世一 。 告示

児貨の福祉増進棺飯事業 。 告宋

lliil 幼営保する連事携業型限定こども圏在経 。 告示

母子軍庭日常生活宣損事業 。 告示



母事乎帰子福及ぴび祉IO父倍

虫干曹鹿日常生活支援事聾 。 告示

寡婦日常生活支援事業 。 告市 母iし苦て子茸行及揖っび事て父案い手Zる並l婿まU父舎~に：限る． 子業家苦闘直’日特常集覇生と

母子・父子福祉施殴 。 告示

居宅サービス事黛 肪問介臨
、

定期巡回・随時対応型訪問介檀署霞

地場密着型サービス事業

老人居宅介腹等事業 夜間対応型肪問介II 。 告示

介陸予防サービス事業 介檀予防訪問介値

介館予防・日常生活支lllO合事禽 第Hー島田号Z勧I＝聞規事定業す［る老も人の福に祉限法る施．）行規則第

居宅サービス事業 通所介臨

地域密着型通所升II ＊•·合ごの法そと事指ょれに禽定の介ぞ市‘にれ置合留岡 ー治白市防書苦上ピ－の、aスZの書常在l事弘院行生象が老活う者あ事茸人とE業福揖し．所て総祉
地域密着型サービス事業

舘知症対応型通所介随

老人デイサービス事業 。 告示

業炉4附曙業』．と合帯所事．業で｛象ま．輔定者新紋ととたしし等ててにの定岡の宜事割I: 介陸予防サービス事業 介檀予防通所介種
施であするる’E循ニ祉司事社象会

他調障宮・型介.予防今ーピス..院 介II予防寵知症対応型通所介瞳

介姐予防日常生活支慢総合・調書 第1条ー町号3通由所Z事に規業定｛老す人る福も祉の法に施限行る．規）則第
剖｛ーを剖業紋措畳ピの所等置スけ事にの居，た象お宜宅事g震所け更サ業をるのがー行所措槽必ラビで置合？枇要ス新をl合．事また受〉．集に当！ナの居~来指定宅事定サ老人福祉迭

居宅サービス事業 短期入所生活介謹

老人短期入所事業 。 告景

禅譲襲撃品
介腹予防ザーピス事業 介檀予防短期入所生活介謹

地蟻密着型サービス事業 ’l、規樺多機能型居宅介腹

小規模事機能型居宅介盛事業 。 告示

池峰羽田清型介.予防ザー·~ス事集 介霞予防小規模多機能型居宅介陣

地域密着型サービス事業 毘知症対応型共同生活介腹

E知症対応型老人共同生活銀助事業 。 告示

地峨相官倉盤介.予防サ－~ス移象 介鐙予防毘知症対応型共同生活介霞

権合型サービス福祉事業 地域密着型サービス事業 複の組合室合サせーにビ限スる｛．小｝規律.・能型店宅介隈及び断問看置 。
告示ノ

老人デイサービスセン哲一 。 告示

老人短期入所施霞 。 告示

老人福祉セン骨ー 。 告示

老人介庫支鑓セン者一 。 告示

業6 サービスの唖鯖及び車乗を
障害福祉サービス事業 。 告示

開

一般相麟支援事業 。 告最

媛常総時社す生合会・法る4活生的た律E及活のにめび宜を目の

※7定a事k等業豊の行EラE事手業僻所iまご※と2に参指照定が必要．

特定相阪支樋事業 。 告示

移動支樋事業 。 告示

地峨活動支援セン事ー 。 告示

福祉ホーム 。 告示

身体障害者生活訓練等事業 。 告示

手話通訳事業 。 告景

介助犬剛線事業 。 告示

聴導犬訓練事業 。 告示

s，福体祉陣忠容者 身体障害者福祉セン11- 。 告示

補装具製作施位 。 告示

盲導犬訓練施霞 。 告示

視聴覚障害者情報担供施殴 。 告示

身体障害者四宣生相鱗事業 。 告示

知福的祉障蕊害者 知的障害者の更生相麟事業 。 告示

額生計簡串困住継者宅由貰た付め由無料・低 。 告示

額生計宿泊図鑑所者等回ための無料・低 。 告示

額生計惨療困鍵者四ための無料・低 。 本車

生額計介檀図鑑老者人保の健ため施の殴無料・低 。 本軍 介担保険法上回骨随老人樺健施盤

隣保事業 。 告示

福祉サービス利用掻助事業 。 告示

前関項する各連号絡且又ぴは前助骨成号由事業に 。 告示



0介護保険法に基づく各事業の位置付け

出「匡骨J欄の説明・・・「本来』とは本書畢務、「保健Jとは惇値衛生に関する事務、「空調』は医療法人が行えないことを示す．

率齢、臨時 ｜ 骨担保険法 害

肪間入浴介瞳

勧問看隆（勧問看IIステーシヨンに限
る．）

勧問看陸（肪問看陸ステーシヨンを除
〈．）

肪間リハビリテーション

備区分

保健

告 藷社会福祉法

本来

居宅療養管理指耳障（訪問看檀ステーショシ
に限る．）

居宅機聾管理指噂（訪問看僅ステーション
を除〈．）

惇健

居宅サービス事業

本来通所リハビリテーション

短期入所捜聾介箪

〈注〉升種保険活上白該当施陸自閥、医療法上附
帯業務とレて認め邑れる施股に限る．保憧特定施態入居者生活介霞｛注｝

惇健福祉用具貸与

樺憧特定福祉用具販売

樺櫨

合陸予防訪問入浴ft瞳
慢健

介陸予防訪問看陸（肪問看陸ステーシヨシ
に限る．］

介陸予防肪問看隆｛肪問者僅ステーシヨシ
を除〈．）

居宅介麗支娘事聾

本来

蝿値

升霞予防防問リハビリテーシヨシ

介霞予防居宅療養管理指噂（勧問看直次
テーシヨンに限る．）

介霞予防サービス事業｜担i，，~u~.~曹理師（訪問看糧問

本来介鐙予防通所リハビリテーシヨン

介僅予防短期入所療聾介瞳

〈注〉介種保険宮上の臨当施陸の問、医樺活上附
帯業務とレて認められる施位lこ限る．時健介陸予防特定施位入居者生活介堕（注）

梶鑓

介陸予防福祉用具賞与
社
会
繍
祉
事
業
以
外

特定介陸予防福祉用具販売

保値介陸予防支銀事業

（窪〉升種保険法上由設当施陸の肉、医療法上附帯
業務とレて留められる施訟に限る．県憧地塙密着型特定施盤入居者生活介陣（注）

地情密着型サービス事業l
地織曹清型介瞳垂井福祉施置入所者生活介恒

軍司骨肪問事畢

軍一骨量所事実

標値

鐸；~蒜~＂＇ I軍一号車君主蹄車

軍一号升陸予防宜援司区章

権利錨盟事聾

信

一

章

骨

一

事

制

一

週

日

一

推

命

一

錦

同

一

連

杭

一

陣

酬

一

蜘

醐

一

割

剖

一

在

－
零師支箔包

一般骨盤予防司匹車

総合相臨主糧事章

地域支援事業（逮）

生活支揖得体制聾惜毎事聾

毘知症総合支援．輩

怪童事業

諜B、来日と同じ甑＂保健保健福祉事業｛注｝

介種保値施股サービス

本来

介瞳療養施股サービス

施股サービス

様10 愛！£を霊ηる郵遁府県叉三市旬相名及び異依簡な司区麹

害時＝＝~長官~~務部品否こと咽：。。鰻〈

"'" 
指定市町村事務受征法人の畏医事務

嘩偉

指定都道府県事務受庇法人の受艇事務


